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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対して、公正かつ透明性の高い経営を心がけるとともに、内部においては、効率性と適法性を同
時に確保できるガバナンス体制の構築を図っております。

　当社の事業を取り巻く経営や技術環境の変化はめざましく、迅速な意思決定が求められております。このため、当社は、取締役による意思決定・
監督機能と執行役員による業務遂行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため執行役員制度を導入しております。
さらに、社外取締役1名を選任することで、監視機能を強化しております。また、監査役4名の全員を社外監査役とすることで独立した立場からの監
査を確保し、経営に対する監視機能の強化を図っております。

　当社は、資本政策の基本的な方針として、企業価値の持続的な向上をめざし、事業の競争力確保のために必要となる十分な自己資本の水準を
保持することとしております。

　また、当社は株主様への利益還元も重要な経営課題と認識しており、新規事業の立ち上げや事業拡大のために必要な内部留保とのバランスを
考慮しつつ、業績の状況に応じて配当や自己株式取得等による株主様への利益還元を実施することを方針としております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則2-4-1　中核人材の登用等における多様性の確保】

当社は、企業価値の持続的な向上のために、より独自性の高いサービスを構築できる専門的知識を有した人材の確保が重要な課題であると認
識しております。優秀で熱意ある多様な人材を確保するため、採用の強化及び教育・研修制度の充実、従業員が高いモチベーションを持って働け
る環境や仕組みの整備・運用を進めてまいります。また、女性・外国人・中途採用者の管理職登用につきましては、複数の実績があります。

当社グループは国籍、性別等に囚われずその能力・成果に応じた人事評価を行うことを基本方針としており、今後の事業領域及び企業規模の拡
大に応じて、具体的な目標値の設定並びに実績値の開示についても検討してまいります。

【原則3-1　情報開示の充実】

当社の、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点からの情報発信については以下のとおりです。

（ⅰ）当社は当社のホームページ等にて、企業理念を開示しております。また、経営計画に基づいた、各事業年度の業績予想及びその進捗状況に
ついては、四半期ごとに開催している決算説明会等において発表しており、その実現に向けた経営戦略についても併せて説明しております。

（ⅱ）当社はコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方、及びコーポレートガバナンス・コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナ
ンスの基本方針をコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しております。

（ⅲ）当社は取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについて、コーポレート・ガバナンスに関する報告書にて
開示しております。

（ⅳ）当社は取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きについて、取締役会規程及び監査役
監査基準に定めておりますが、現時点では開示をしておりません。そのため、今後の開示を検討してまいります。なお、監査役の選任理由につい
てはコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しております。

（ⅴ）当社は取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行う際の、個々の選解任・指名の理由等について、現時点では開
示しておりませんが今後検討してまいります。

【補充原則4-1-2　中期経営計画に関する株主に対する説明】

当社は、取締役会で中期経営計画を策定、確認するとともに、進捗状況の確認、分析を行い、必要に応じて適宜、中期経営計画や方針の見直し
を行っておりますが、現在、中期経営計画は公表しておりません。

なお、本計画に基づいた各事業年度の業績予想及びその進捗状況につきましては、四半期ごとに開催している決算説明会等の場において、株主
に対し説明を行っております。

【補充原則4-1-3　最高経営責任者の後継者計画】

当社は、最高経営責任者の後継者計画を重要な経営課題と認識しており、後継者の育成を、事業運営や重要な会議への出席を通じて行っており
ますが、現時点においては明確に定めておりません。今後、具体的な計画の策定について議論を重ねてまいります。

【原則4-2　取締役会の役割・責務(2)】

当社の事業を取り巻く経営や技術環境の変化はめざましく、迅速な意思決定が求められております。このため、当社は、取締役による意思決定・
監督機能と執行役員による業務遂行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため執行役員制度を導入しております。

また、取締役の報酬は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うことで決定がなされております。取締役への中長
期的な会社の業績を反映したインセンティブ付けについては、今後検討してまいります。

【補充原則4-2-1　経営陣の報酬】

取締役の報酬等については、優秀な人材を確保し、当社の持続的成長及び中長期的な企業価値の向上に向けインセンティブとして機能するよう、
基本報酬（金銭報酬）及び非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）で構成しております。なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から
基本報酬（金銭報酬）のみとしております。

取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務における貢献度等の評価を行うには代
表取締役社長が最も適していることから、取締役会決議に基づき代表取締役社長に委任しております。



代表取締役社長は株主総会で決議された報酬等の額の範囲内において、各取締役の固定報酬及び非金銭報酬の額を決定するものとしておりま
す。

取締役（社外取締役を除く）に対して個人別に支給される固定報酬及び非金銭報酬の割合は、期待される職責に応じた適切なインセンティブとな
るよう考慮して、各報酬等の個人別支給額を決定するものとし、その比率は、役位・担当職務及び使用人分報酬とのバランス等を勘案し変動する
ものとしております。

当該権限が適切に行使され、報酬水準の妥当性及び決定プロセスの透明性が確保されるよう、代表取締役社長は、最高財務責任者（CFO）に諮
問したうえで、その諮問の結果を尊重して決定するものとしております。

なお、現時点では、中長期的な業績連動報酬は取り入れておりませんが、今後検討してまいります。

【補充原則4-2-2　サステナビリティを巡る取組み等】

当社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題への対応が重要事項と認識しており、補充原則3-1-3に記載のとおり、事業を
通じた複数の取り組みを行っております。今後、取締役会において基本的な方針の策定について検討してまいります。

なお、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行については、取締役会における経営計画の策定やその進捗報告を通じて実行的
に監督を行っております。

【補充原則4-3-2　CEOの選解任】

当社は、代表取締役社長の選任について、指名委員会等の独立した諮問委員会を設置しておりませんが、当社の企業理念の実現及び持続的な
成長に向けてリーダーシップを発揮しうる人物であることを前提に、社外取締役の出席する取締役会の審議を経て選任することとしております。

【補充原則4-3-3　CEOの解任手続き】

当社は、代表取締役社長の解任を判断するための具体的な評価基準を設けておりませんが、その機能を十分に果たしておらず、重大な不祥事や
著しい経営不振など解任が相当と判断される事由が生じた場合には、社外取締役の出席する取締役会において、代表取締役社長の解任を決定
いたします。

【原則4-8　独立社外取締役の有効な活用】

当社は現在、独立社外取締役を1名選任しています。独立社外取締役は、専門分野に関する豊富な知識と長年にわたる他社での経営経験があ
り、客観的、中立的な立場から各取締役、監査役とも積極的に意見交換し取締役会へも意見具申を行っており、独立社外取締役として求められる
責務を十分に果たしております。2名以上の選任については今後検討してまいります。

なお、当社は事業規模や特性、現在の機関設計等を総合的に勘案し、十分なガバナンス体制を整えているものと考えており、即時に3分の1以上
の独立社外取締役の選任が必要とは考えておりません。

【補充原則4-10-1　任意の指名委員会 ・ 報酬委員会等の設置】

当社の取締役会は、取締役6名で構成されており、そのうち1名を独立社外取締役に選任しています。独立社外取締役が取締役会の過半数に達し
ていませんが、当社の独立社外取締役は、専門分野に関する豊富な知識と長年にわたる他社での経営経験を活かして、取締役会や各取締役へ
意見を述べるとともに、必要に応じて助言等を行っております。

そのため、当社は、指名委員会・報酬委員会等は設置しておりませんが、今後の検討課題としてまいります。

【原則4-11　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社の取締役会は独立社外取締役1名を含む取締役合計6名で構成されており、各取締役の担当領域における知識、経験、能力をバランス良く
備えており、当社の事業領域・規模から適正と認識しております。また監査役には、最低1名は財務・会計に関する十分な知見を有している者を選
任しております。

取締役会メンバーは幅広い職歴や年齢で構成されておりますが、ジェンダーや国際性の面を含む多様性については、十分に確保されておりませ
ん。当社の取締役会の適正規模を踏まえた上で、今後の検討課題としてまいります。

また、取締役会全体としての実効性に関する分析・評価についても今後検討してまいります。

【補充原則4-11-1　取締役会全体としてのバランス・多様性・規模等に関する考え方】

当社の取締役会は、当社の持続的な成長と企業価値向上を図るため、専門性や経験等の異なる多様な人材で構成されるものとし、当社の事業
規模や各事業の特性等を踏まえた適切な人員数で構成されております。

また、独立社外取締役には、専門分野に関する豊富な知識と長年にわたる他社での経営経験を有する者を選任しております。

今後、各取締役のスキル等について開示方法を検討してまいります。

【補充原則4-11-3　取締役会の実効性評価】

当社の取締役会では、社外取締役及び社外監査役を含めて闊達な議論や意見交換が行われ、審議における十分な時間も確保されているため、
その実効性が確保されていると判断しております。そのため現時点においては、取締役会全体の実効性について分析・評価を実施しておりません
が、今後検討してまいります。

【原則4-14　取締役・監査役のトレーニング】

当社は、取締役及び監査役に対し、統治機関の一翼を担うものとして役割・責務を適切に果たすため業務上必要な知識の習得や適切な更新等の
ために、社外講習会への参加等により研鑽に努めることを推奨しており、その費用を会社に請求できることとしております。また、個々の取締役・
監査役に適合したトレーニングについては、個人ごとに必要に応じて対応しておりますが、取締役会での確認は行っておりませんので、今後対応
を検討してまいります。

【原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、会社法・金融商品取引法等の関連法令や上場取引所規則に則った情報開示を適時・適切に実施し、また、投資判断に影響を与える重要
情報についても、全ての市場参加者が公平・平等に入手できるよう努め、株主・投資家の皆様の信頼と共感を得られる企業を目指します。

また、株主からの対話・面談の申し出がある場合には、その目的と必要性を検討の上、合理的な範囲で前向きに対応しております。

取締役会での体制整備・取組みに関する方針の検討・承認については今後対応いたします。

【原則5-2　経営戦略や経営計画の策定・公表】

当社は、持続的成長及び中長期的な企業価値の向上に向け、新規事業の立ち上げ時期等においては事業への投資を優先して行うことを資本政
策の重要な方針としておりますが、収益力や資本効率などに関する具体的な目標を公表していません。

経営戦略は、当社の定時株主総会や四半期ごとに開催する決算説明会において、代表取締役社長が直接説明を行っております。



【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4　政策保有株式】

当社は、政策保有株式は保有しておりません。また、保有することが当社の企業価値の維持・向上に資すると認められる場合を除き保有しないこ
とを基本方針としております。

【原則1-7　関連当事者間の取引】

当社は、競業取引、利益相反取引を含む取締役や主要株主（議決権10％以上保有する株主）等との間の取引については、取締役会の承認を要
することとしており、その際、取引条件及びその妥当性について取締役会において十分に審議のうえ意思決定を行っております。

また、当社の子会社とそれらの関連当事者との間で取引を行う場合には、取締役会はその内容について適切に監督するものとします。

【原則2-6　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、企業年金の運用は行っておらず、確定拠出年金制度（401k）を導入しており、企業年金の対象となる従業員については個人での運用を
行っています。当社は従業員に対し、入社時に説明を行うとともに社内イントラネットに説明を掲載し、資産運用に関する教育機会の提供を行って
おります。

【補充原則3-1-3　サステナビリティについての取組み】

当社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題への対応が重要事項と認識しており、事業を通じて以下の対応を行っておりま
す。

＜質の高い教育の公平な提供＞

当社が運営するルネサンス高等学校グループでは、広域通信制の特性を活かし、男女・居住地域・立場の脆弱性等の区別なく質の高い高等教育
へのアクセスを実現しております。

＜海洋と海洋資源の保全、陸上資源と陸域生態系の保護・回復等＞

グループ会社である（株）釣りビジョンが制作・放送する番組において、海洋資源及び陸上資源の保全のために必要な釣りにおける法令やルー
ル・マナーの周知・啓蒙を行っております。また、2022年度からは釣りメディアの特性を活かした独自の支援を開始しております。全国の環境保全
団体との連携を強化し、活動支援のため視聴料の一部を寄付する他、釣りメディアとして放送、配信、WEB等で各団体の活動内容のご紹介、告
知、情報発信を強化してまいります。

人的資本への投資については、当社は技術プラットフォームを持つコンテンツ事業者として、独自性の高いサービスの提供を通じ成長を目指すこ
とを経営戦略の基本としており、当社が継続的に企業価値を拡大していくためには、より独自性の高いサービスを構築できる専門的知識を有した
人材の確保が重要な課題であると認識しております。優秀で熱意ある多様な人材を確保するため、採用の強化及び教育・研修制度の充実、従業
員が高いモチベーションを持って働ける環境や仕組みの整備・運用を進めております。

【補充原則4-1-1　経営陣に対する委任の範囲】

当社は、法令及び定款に定められた事項並びに経営上重要な事項については取締役会で決定する旨を「取締役会規程」にて定めております。

また、経営上必要と認めた事項については取締役会より経営陣への権限委譲を図っており、具体的な委任の範囲、職位に応じた決裁権限につい
ては、「稟議規程」、「業務分掌および職務権限に関する規程」及び「経営に関する会議運営規程」にて明確に定めております。

【原則4-9　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づく独立社外取締役の選定を行っています。独立社外取締役の候補者は、企業価値向上に寄
与する資質・能力、各専門分野に対する深い知見を備えていること等に加えて、取締役会での建設的な議論に積極的に参加し、臆することなく意
見を述べることができる人物を選定しています。独立社外取締役候補者の選定にあたっては、取締役会にて決議を行うこととしています。

【補充原則4-11-2　取締役・監査役の兼任状況】

当社は、招集通知及び有価証券報告書にて、各取締役・監査役の他の重要な兼任状況について、毎年開示しております。

また、当社の取締役・監査役には、当社グループ以外の他の会社の役員を兼務している者もおりますが、その数は合理的な範囲にとどまってお
り、その役割・責務を果たすために必要となる時間・労力を当社の取締役・監査役としての業務に振り向けております。

【補充原則4-14-2　取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

当社は、取締役・監査役が、それぞれの役割や責務を果たす上で必要な会社法やコーポレートガバナンス、財務等に関する知識の取得や、当社
グループの経営戦略や事業領域に関する理解を深めるための機会を定期的、継続的に提供しております。



２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

MSIP CLIENT SECURITIES 374,460 5.08

ゴールドマン　サックス　インターナショナル 325,707 4.42

株式会社SBI証券 153,711 2.09

藤田　浩介 134,000 1.82

坂本　誠 125,500 1.70

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 125,300 1.70

橋本　太郎 107,387 1.46

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 87,255 1.18

吉岡　裕之 87,000 1.18

京滋建設株式会社 84,990 1.15

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

1．「大株主の状況」は2022年9月30日現在の株主名簿の記載内容に基づいて、記載しております。

2．「大株主の状況」における所有株式数の割合は、当社の保有する自己株式542,623株を除いて算定しております。

3．当社代表取締役　橋本太郎の所有株式数には、本人が株式を保有する資産管理会社の株式会社TALOが保有する株式数100,000株

　　を含めた実質所有株式数を記載しております。

4．当社役員持株会として76,120株を保有しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 3 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 8 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

山田　純 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

山田　純 ○

＜略 歴＞

1978年 4月 松下通信工業株式会社（現：

　　　　　　　　パナソニック モバイルコミュ

　　　　　　　　ニケーションズ株式会社）

　　　　　　　　入社

1995年 5月 米国アクセスライン・テクノロ

　　　　　　　　ジーズ株式会社技術部長

1998年 5月 クアルコムジャパン株式会社

　　　　　　　　（現：クアルコムジャパン合同

　　　　　　　　会社）入社

2005年 3月 同社代表取締役社長

2012年 5月 同社特別顧問

2013年 8月 会津電力株式会社代表取締

　　　　　　　 役副社長

2017年 6月 当社監査役

2019年 5月 会津電力株式会社代表取締

　　　　　　　 役社長

2020年 7月 当社取締役（現任）

2021年 5月 会津電力株式会社取締役会

　　　　　　　 長（現任）

＜社外取締役選任理由＞

　山田取締役は、長年に亘る豊富な経営経験
と高度な技術的知見を有しております。この豊
富な実務経験を活かした助言・提言をいただく
ことと、取締役会の意思決定及び業務執行の
妥当性確保に貢献していただけることを期待
し、選任いたしました。

＜独立役員指定理由＞

　山田取締役がこれまでに在籍していた企業
及び現在在籍している企業と当社及び当社子
会社との間に現在取引関係はありません。

　また、山田取締役は証券取引所の定める独
立性基準も満たしているため、一般株主との利
益相反が生ずるおそれがなく、中立・公正な立
場を保持していると判断しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

（ⅰ）監査役会は、業務監査室から監査計画、監査結果ならびにその他監査に関する事項について定期的に意見交換を実施しております。

（ⅱ）四半期に１回グループ監査役連絡会（三様監査会議）を開催し、子会社監査役・業務監査室・会計監査人のほか執行部門を招聘し、リスク情

　　　報を中心とした各種情報の収集・共有に努めております。

（ⅲ）社外取締役とも定期的に（四半期毎目処）情報共有・意見交換を実施しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 4 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

古屋　俊一 他の会社の出身者 △ △

北谷　賢司 他の会社の出身者 △

佐藤　淳子 弁護士

粂川　操 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

古屋　俊一 ○

＜略 歴＞

1982年 4月 株式会社富士銀行（現：株式

　　　　　　　　会社みずほフィナンシャルグ

　　　　　　　　ループ）入行

2006年10月 同行新横浜支店支店長

2008年10月 同行業務監査部監査主任

2012年 3月 ソフトバンク株式会社（現：

　　　　　　　　ソフトバンクグループ株式会

　　　　　　　　社）業務監査室担当部長

2015年 5月 同社及びソフトバンクモバイ

　　　　　　　　ル株式会社（現：ソフトバンク

　　　　　　　　株式会社）、ソフトバンク・ペ

　　　　　　　　イメント・サービス株式会社

　　　　　　　　（現：SBペイメントサービス株

　　　　　　　　式会社）内部監査室兼任

2017年 6月 当社常勤監査役（現任）

2018年 6月 ブロードメディア・スタジオ株

　　　　　　　　式会社（現：当社）監査役

　　　　　　　　ハリウッドチャンネル株式会

　　　　　　　　会社（現：当社）監査役

＜社外監査役選任理由＞

　古屋監査役は2017年6月より当社監査役を務
めております。同監査役は、金融機関における
長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有
しております。この豊富な実務経験に基づく公
正な監査を期待し、選任いたしました。

＜独立役員指定理由＞

　当社は株式会社みずほ銀行と預金や借入等
の取引を行っておりますが、今後、資金調達が
必要になった際に、同行からの融資の有無が
当社の意思決定に与える影響は限定的である
と考えております。

　ソフトバンク株式会社とは、同社の通信商材
を販売する取引を行っておりますが、取引条件
等は一般の他の取引先と同様であり、当社の
意思決定に影響を与えるほどの取引関係には
ないと判断しております。

　また、古屋監査役は証券取引所の定める独
立性基準も満たしているため、一般株主との利
益相反が生ずるおそれがなく、中立・公正な立
場を保持していると判断しております。



北谷　賢司 ○

＜略 歴＞

1980年 9月 米国ワシントン州立大学コ

　　　　　　　　ミュニケーション学部助教授

1992年 4月 株式会社東京ドーム取締役

　　　　　　　 Tokyo Dome Enterprises

　　　　　　　　Corporation 取締役社長

2001年 4月 ソニー株式会社（現：ソニー

　　　　　　　　グループ株式会社）執行役

　　　　　　　　員

　　　　　　　　Sony Corporation of

　　　　　　　　America エグゼクティブ・バ

　　　　　　　　イス・プレジデント

2010年 1月 金沢工業大学虎ノ門大学院

　　　　　　　　教授（現任）

2010年 4月 金沢工業大学コンテンツ＆テ

　　　　　　　　クノロジー融合研究所所長

　　　　　　　　（現任）

2010年 6月 当社監査役(現任)

2011年 7月 Avex International Holdings

　　　　　　　 Ltd. 代表取締役社長

2014年 4月 一般社団法人ロケーション・

　　　　　　　 エンタテインメント学会理事兼

　　　　　　　 副会長

2017年 9月 米国 Anschutz

　　　　　　　 Entertainment Group エグゼ

　　　　　　　 クティブ・バイス・プレジデント

　　　　　　　 アジア担当兼エグゼクティブ

　　　　　　　 ・ディレクター

2019年 8月 米国ワシントン州立大学コ

　　　　　　　　ミュニケーション学部栄誉教

　　　　　　　　授

2021年 6月 株式会社InterFM897取締役

　　　　　　　　（現任）

2022年 1月 三菱商事都市開発株式会社

　　　　　　　　顧問（現任）

　　　　　　　　株式会社エフエム東京顧問

　　　　　　　　（現任）

＜社外監査役選任理由＞

　北谷監査役は、2010年6月より当社監査役を
務めております。同監査役は、長年に亘る豊富
な経営経験と高い見識により、当社の業務執
行者から独立した立場での監査を実施してい
ただけるものと判断し、選任いたしました。

＜独立役員指定理由＞

　北谷監査役は、エイベックス株式会社及び傘
下のグループ会社の要職を歴任し、現在は、エ
イベックス・エンタテインメント株式会社の顧問
を兼任しております。

　同社グループと当社及び当社子会社との取
引関係は僅少であり、当社の意思決定に影響
を与えるほどの取引関係にはないと判断してお
ります。

　また、北谷監査役は証券取引所の定める独
立性基準も満たしているため、一般株主との利
益相反が生ずるおそれがなく、中立・公正な立
場を保持していると判断しております。

佐藤　淳子 ○

＜略 歴＞

2005年10月 弁護士登録

　　　　　　　　尾崎法律事務所所属（現任）

2016年 5月　学校法人塩原学園監事

　　　　　　　　（現任）

2016年 6月　当社監査役（現任）

2021年 4月　InsurrKernel株式会社監査

　　　　　　　　役（現任）

＜社外監査役選任理由＞

　佐藤監査役は、2016年6月より当社監査役を
務めております。同監査役は、弁護士としての
豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企
業法務にも精通しており、当社の業務執行者
から独立した立場での監査を実施していただけ
るものと判断し、選任いたしました。

＜独立役員指定理由＞

　佐藤監査役が現在在籍している企業と当社
及び当社子会社との間に現在取引関係はあり
ません。

　また、佐藤監査役は証券取引所の定める独
立性基準も満たしているため、一般株主との利
益相反が生ずるおそれがなく、中立・公正な立
場を保持していると判断しております。



粂川　操 ○

＜略 歴＞

1982年10月 等松・青木監査法人（現：有

　　　　　　　　限責任監査法人トーマツ）

　　　　　　　　入所

1996年 8月 同所パートナー

1997年 1月 デロイト トーマツ コンサル

　　　　　　　　ティング株式会社（現：アビー

　　　　　　　　ムコンサルティング株式会

　　　　　　　　社）執行役員EBS事業部長

1997年 6月 Deloitte Consulting LLP

　　　　　　　　パートナー

1997年12月 トーマツ ベンチャーサポート

　　　　　　　　株式会社（現：デロイト トー

　　　　　　　　マツ ベンチャーサポート株

　　　　　　　　式会社）常務取締役

2002年12月 ブラクストン株式会社（現：ア

　　　　　　　　ビームコンサルティング株式

　　　　　　　　会社）取締役

2009年 6月 監査法人ナカチ入所

　　　　　　　　株式会社経営管理ナカチ

　　　　　　　　代表取締役（現任）

2013年 3月 株式会社トミー ヒルフィガー

　　　　　　　　ジャパン（現：合同会社PVH

　　　　　　　　ジャパン）監査役

　　　　　　　　IPOソリューションズ株式会

　　　　　　　　社パートナー

2019年12月 ESG-Techナカチ株式会社

　　　　　　　　代表取締役（現任）

2020年 7月 当社監査役（現任）

＜社外監査役選任理由＞

　粂川監査役は、2020年7月より当社監査役を
務めております。同監査役は、公認会計士とし
ての豊富な経験と幅広い見識を有するととも
に、代表取締役として経営に関与した経験を有
しており、当社の業務執行者から独立した立場
での監査を実施していただけるものと判断し、
選任いたしました。

＜独立役員指定理由＞

　粂川監査役がこれまでに在籍していた企業
及び現在在籍している企業と当社及び当社子
会社との間に現在取引関係はありません。

　また、粂川監査役は証券取引所の定める独
立性基準も満たしているため、一般株主との利
益相反が生ずるおそれがなく、中立・公正な立
場を保持していると判断しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

　当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他

該当項目に関する補足説明

　当社取締役の報酬等については、優秀な人材を確保し、当社の持続的成長及び中長期的な企業価値の向上に向けインセンティブとして機能す
るよう、基本報酬（金銭報酬）及び非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）で構成しております。　なお、社外取締役については、その役割と独立性の
観点から基本報酬（金銭報酬）のみとしております。

　また、当社は退職慰労金制度及びストックオプション制度は設けておりません。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――



【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　2021年度における、取締役6名に対する報酬等の額は94,100千円でした。

　このほかに、使用人兼務取締役4名に対する使用人分報酬として62,923千円を支給しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社取締役の報酬は、「取締役の報酬等については、優秀な人材を確保し、当社の持続的成長及び中長期的な企業価値の向上に向けインセン
ティブとして機能するよう、基本報酬（金銭報酬）及び非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）で構成する。なお、社外取締役については、その役割と
独立性の観点から基本報酬（金銭報酬）のみとする。」ことを、2022年6月24日開催の取締役会において、個人別の報酬等の内容に関する方針
（以下、決定方針）として改訂しております。

　当社の取締役の報酬限度額は、取締役3名在任時の2000年6月20日開催の定時株主総会において、年額200,000千円（使用人兼務取締役の使
用人分の報酬を除く）と決議されております。

　また、2022年6月24日開催の定時株主総会において、当社の取締役（社外取締役を除き、以下「対象取締役」という）に対して、従来の報酬限度
額である年額200,000千円（使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く）の内枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給すること
を決議しております。対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は年額40,000千円以内であります。ま
た、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間４万株以内であります。

　2022年6月24日開催の取締役会において、決議された個人別の報酬等の内容に関する方針（以下、決定方針）は次の通りです。

基本方針

　取締役の報酬等については、優秀な人材を確保し、当社の持続的成長及び中長期的な企業価値の向上に向けインセンティブとして機能するよ
う、基本報酬（金銭報酬）及び非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）で構成する。

　なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から基本報酬（金銭報酬）のみとする。

１．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額、並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針

　　（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む）

　取締役（社外取締役を除く）の基本報酬は月例の固定報酬とし、担当職務、各期の業績・貢献度、担当業務が業績向上に一定程度の時間がか
かる新規事業か否か、使用人分報酬とのバランス等を勘案し、また、同業他社水準や経済・社会情勢等を踏まえ株主総会で定められた報酬限度
額の範囲内で決定するものとする。

　社外取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、その果たす役割や経済・社会情勢等を総合的に勘案して決定するものとする。

　非金銭報酬は譲渡制限付株式報酬とし、株主と一層の価値共有を進めること及び当社の企業価値の持続的な向上について金銭報酬とは異な
る長期的なインセティブを付与することを目的とする。

　当該目的を踏まえ相当と考えられる額の金銭報酬債権を、株主総会で定められた範囲内で、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地
位を退任又は退職する時まで処分することを認めない譲渡制限付株式報酬付与のための報酬として、毎年一定の時期に支給するものとする。

当社の取締役が当社の取締役会が定める期間が満了する前に上記の地位を退任又は退職した場合（当社の取締役会が正当と認める理由があ
る場合を除く）、又は上記譲渡制限期間中に、当社の取締役が法令、社内規則又は割当契約の違反その他譲渡制限付株式を無償取得すること
が相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該当した場合、当社は、譲渡制限付株式を無償で取得するものとする。

２．金銭報酬の額及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

　取締役（社外取締役を除く）に対して個人別に支給される各報酬の割合が、期待される職責に応じた適切なインセンティブとなるよう考慮して、各
報酬等の個人別支給額を決定するものとし、その比率は、役位・担当職務及び使用人分報酬とのバランス等を勘案し変動するものとする。

３．取締役の個人別の報酬額等の内容についての決定に関する事項

　取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務における貢献度等の評価を行うには
代表取締役社長が最も適していることから、取締役会決議に基づき代表取締役社長に委任するものとする。

　代表取締役社長は、株主総会で決議された報酬等の額の範囲内において、上記方針に基づき各取締役の金銭報酬及び非金銭報酬等の額を
決定するものとする。当該権限が適切に行使され、報酬水準の妥当性及び決定プロセスの透明性が確保されるよう、代表取締役社長は、最高財
務責任者（CFO）に諮問したうえで、その諮問の結果を尊重して決定するものとする。



【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　当社は、監査役の職務の執行に必要な場合、監査役会と協議のうえ、必要な業務量に応じて専任又は兼任の補助使用人を置くことができるも
のとしております。また、社外取締役及び社外監査役は、監督又は監査にあたり、取締役、執行役員及び経営管理本部等の役職員に個別にヒア
リングを実施することができます。さらに、社外監査役は、定期的に開催される監査役会において、取締役会以外の重要会議の内容、業務監査室
の監査結果、重要子会社の監査状況等について常勤監査役から報告を受けております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社における業務執行、監査・監督に係る機関とその内容は下記のとおりです。

１．取締役会

　当社の取締役会は、代表取締役社長 橋本太郎が議長を務めております。その他メンバーは取締役 久保利人、取締役 桃井隆良、取締役 嶋村

安高、取締役 押尾英明、社外取締役 山田純の取締役6名で構成されており、原則として毎月開催しております。法令で定められた事項や経営に

関する重要な事項に関する意思決定を行うとともに、執行役員、各部門及び各グループ会社業務執行状況の監督を行っております。

２．監査役会

　当社の監査役会は、監査役 古屋俊一が議長を務めております。その他メンバーは監査役 北谷賢司、監査役 佐藤淳子、監査役 粂川操の監査

役4名（うち1名が常勤監査役）で構成されており、より独立した立場での監査機能を発揮する観点からすべての監査役を社外監査役としておりま
す。

　各監査役は定期的に監査役会を開催し、監査役会において策定された監査計画に基づき監査を実施し、取締役会に出席するとともに、代表取
締役や最高財務責任者（CFO）と定期的に面談し、情報入手・意見交換に努めております。

　監査役会は、業務監査室から監査計画、監査結果ならびにその他監査に関する事項について定期的に意見交換を実施しております。また、四
半期に1回グループ監査役連絡会（三様監査会議）を開催し、子会社監査役・業務監査室・会計監査人のほか執行部門を招聘し、リスク情報を中
心とした各種情報の収集・共有を行い、社外取締役とも定期的に（四半期毎目処）情報共有・意見交換を実施しております。

　常勤監査役は、経営会議やコンプライアンス委員会を含む重要な社内会議に出席し、重要な決裁書類を閲覧し、経理部、財務部、法務部等を含
む各部門から業務の執行状況につき個別に聴取することを通じ、取締役及び執行役員の職務執行を常時監視しております。

　なお、常勤監査役の古屋俊一氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。

３．業務監査室

　業務監査担当者2名は、各部門及び各連結子会社における内部統制の整備運用状況等について、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼
性、法令遵守、資産保全等の観点で検証評価し、適正化のための指導及び助言を行っております。また、法令違反行為の未然予防と早期発見を
目的として、当社及び当社の子会社の役職員からの報告及び相談を受け付けるホットラインを設置運用しております。

４．チーフ・コンプライアンス・オフィサー（CCO）及びコンプライアンス委員会

　当社の取締役会は、法令遵守の責任者であるチーフ・コンプライアンス・オフィサー（CCO）を選任し、その下にコンプライアンス委員会を設置し、
各部門にコンプライアンス責任者を置く体制を整備しております。CCOは、当社が遵守すべき法令等に関する教育を定期的に実施するとともに、
法令遵守に関する社内規則、ガイドライン、マニュアル等の整備を行っております。コンプライアンス委員会は各部門及び各連結子会社の部門長
及び代表者等により構成されており、CCOの指導のもと、当社グループにおけるコンプライアンス体制の強化を図っております。

５．経営会議及び月次決算報告会

　経営会議及び月次決算報告会は、代表取締役社長 橋本太郎が議長を務めております。その他のメンバーは、当社及び当社の連結子会社の取

締役、執行役員及び幹部社員で構成されており、原則として毎月開催しております。業務の遂行状況や業績の進捗状況についての報告、経営上
の重要課題についての協議及び決議が行われております。

６．リスク判定会議

　リスク判定会議は、代表取締役社長 橋本太郎が議長を務めております。その他メンバーは、当社及び当社の連結子会社の取締役、執行役員

及び部門長から構成されており、原則として四半期に1回以上開催しております。当会議において、当社グループの事業に内在するリスクを定期
的に組織横断的に検討し、総合的な対策を講じております。

７．会計監査人

　会社法監査及び金融商品取引法監査を担う会計監査人として、HLB Meisei有限責任監査法人と監査契約を締結しております。監査におきまし

ては、複数の公認会計士による監査体制がとられております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社では、6名の取締役と4名の監査役を選任しております。取締役のうち1名が社外取締役、また、監査役の全員が社外監査役であり、5名全員
を独立役員に指定しております。

　当社の規模や業態等を考えますと、当社及び当社グループの事業内容等に精通している社内取締役を中心に構成される取締役会と、全員が社
外監査役で構成される監査役会による経営監視体制の整備、強化による現在のガバナンス体制が、現時点では当社にとって最もふさわしい体制
であると考えております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主の方々が議案について十分な検討時間を確保できるよう、招集通知の早期発送に

努めております。また、招集通知の発送前に当社ウェブサイトへ掲載しております。

集中日を回避した株主総会の設定 集中日を回避した総会期日の設定に努めております。

電磁的方法による議決権の行使
第10回（2006年3月期）定時株主総会よりインターネットによる議決権行使方法を導入して

おります。

その他
＜インターネット配信＞

第25回（2021年3月期）定時株主総会より、株主総会の模様をインターネットでライブ中継
しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催

　四半期毎の決算発表後に、ホームページ上で、決算の概況、事業の進捗、

今後の戦略について、代表取締役自ら、動画配信にて説明を行います。

　また、定期的ではございませんが、適宜、証券会社及び公益社団法人日本
証券アナリスト協会が主催する投資セミナーに参加する等、個人投資家向け
に説明を行っております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　毎年2回、期末決算、第2四半期決算発表直後に、アナリスト・機関投資家向

けに決算説明会を開催しております。決算の概況、事業進捗、今後の戦略等

について、代表取締役自ら、説明を行います。また、この内容は、後日ホーム

ページ上で動画配信をしております。第1四半期、第3四半期の決算発表後に

は、ホームページ上で、決算の概況、事業の進捗、今後の戦略について、代

表取締役自ら、動画配信にて説明を行います。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
　海外投資家向けの定期的な説明会は行っておりませんが、適宜、証券会社
主催のカンファレンスへの参加や海外ロードショーを実施し、代表取締役が海
外投資家に説明を行っております。

あり

IR資料のホームページ掲載
　決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、株主通信、決算概況プレゼン

テーション資料、プレスリリースを中心に、IR情報を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
　情報管理責任者に取締役を任命し、IR担当部署としては、経営管理本部財
務部が担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　ステークホルダーの立場の尊重についての規定は特に設けておりませんが、「創造力が

生み出す優れた作品やサービスを広く社会に普及させ、より豊かなコミュニティーの形成・

発展に貢献する。」という当社の経営理念の実現に向けて努力してまいります。また、この

経営理念のもと、株主の皆様の利益を尊重した公正な経営を心がけるとともに、新しい技

術により生み出された革新的なサービスの提供により、お客様や提携先の満足度向上を

図ってまいります。



ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等は特に設けておりませんが、金融商品

取引法等の関連法令や東京証券取引所が定める適時開示規則に則った情報開示を適時

・適切に実施するとともに、投資判断に影響を与える重要情報については、全てのステーク

ホルダーが平等に入手できるよう努めております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について取締役会にて決議しております。その概要は次の
とおりです。

１．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社は、取締役を含むすべての役職員が法令・定款・社内規則・社会規範及び倫理に適合した行動をとることをあらゆる企業活動の前提とす
る。そのため、コンプライアンスの責任者であるチーフ・コンプライアンス・オフィサー（CCO）を選任し、その下にコンプライアンス委員会を設置し、

また、当社各部門及び各グループ会社にコンプライアンス責任者を置く体制を整える。

　CCOは、当社グループが適合すべき法令等に関する教育を定期的に実施するとともに、コンプライアンスに関する社内規則、ガイドライン、マ
ニュアル等の作成・配布等を行う。コンプライアンス委員会は各部門及び各グループ会社の部門長、代表者等により構成し、CCOの指導に基づ
き、各部門及び各グループ会社におけるコンプライアンス体制の強化を図っている。当社グループ各社における教育レベルの強化及び均一化、教
育機会の増加等を行うことで、さらなるコンプライアンス体制の強化を図る。

　当社は、「コンプライアンス基本方針」に反社会的勢力との関わりを一切持たない旨を掲げており、反社会的勢力対応組織の編成や対応の心
得・方法等を定めた「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、周知徹底を図っている。

　当社は、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、「経理規程」等の関連諸規定類をはじめとする金融商品取引法等の法令に準拠した財務
報告にかかる内部統制システムを整備し、その有効性を評価し、不備を速やかに改善する体制を整えている。

　業務監査担当者は、「内部監査規程」に基づき定期的に法令や社内規則の遵守状況を監査し、その結果を取締役会及び監査役会に報告してい
る。さらに、法令違反行為の未然予防と早期発見を目的として、当社及びグループ会社の役職員（アルバイト等非正規社員も含む）からの報告・相
談を受け付けるホットラインを設置・運用している。加えて、内部監査の機会を増加させるとともに、被監査部門における内部統制を適切に整備運
用できているかの自己評価を実施すること等により、その体制・運用方法の強化を図っている。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社は、法令及び「文書保存管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存している。取締役及び監
査役は、常時、これらの文書等を閲覧できる。

３．損失の危険の管理に関する規定その他の体制

　当社は、当社取締役、各部門長及びグループ会社の代表者等により構成されるリスク判定会議において、当社グループの事業に内在するリス
クを定期的に集約し、組織横断的・総括的な対策を講じている。その内容等については、経営会議等を通じて全社に周知される。

　また、特に投資や為替におけるリスクについては、「投資ガイドライン」及び「為替リスク管理規程」を整備し、当社グループ内の情報の収集とリス
クの管理を行っている。

　業務監査担当者は、「内部監査規程」に基づきリスク管理状況の監査を行い、その検討結果について、取締役会及び監査役会に報告している。

　なお、万一、リスクが顕在化した場合は、「危機対策規程」に基づき適切な対応を講じるものとする。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、取締役会において期初毎に数値目標を含む当社グループの経営計画を策定し、この計画に基づき、各部門長及びグループ会社の代
表者等が具体的な施策を遂行している。そして、定期的に開催される経営会議及び月次決算報告会において、業務の進捗及び経営計画の目標
達成状況を確認し、それ以降の経営に反映させている。また、「業務分掌および職務権限に関する規程」にて、各部門の業務遂行に必要な職務の
範囲及び権限と責任を明確にするとともに、「取締役会規程」、「稟議規程」等の機関決定に関する規定を定め、決裁権限を明確にしている。

５．当社グループ会社における業務の適正を確保するための体制

　当社は、当社グループに対し、事業内容や規模その他実態に応じた適切な内部統制が実施される体制が構築されるよう指導、助言している。

　当社は、グループ会社の自主性を尊重して各社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保しつつ、当社の役職員がグループ会
社の役員を兼務し、月次または週次の定期的会議等を通じて重要事項に関する報告を受けるなどして、各社の業務の適正を確保するための体
制を構築し、運用している。

　当社は、当社によるグループ会社の稟議等の承認プロセスへの関与、各社における適切な責任分解や部門間の牽制が実現する組織体制の

構築、事業状況に合わせた報告体制を構築し、運用することで、グループガバナンスの強化を図っている。

　業務監査担当者は、当社グループ会社に対する内部監査を定期的に実施し、その結果を当社の取締役会及び監査役会に報告している。

６．監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性

　当社は、監査役の職務の執行に必要な場合、監査役会と協議のうえ、必要な業務量に応じて専任又は兼任の補助使用人を置く。監査役会の補
助使用人を設置する場合は、当該使用人への指揮・命令は監査役が行うものとし、また人事異動・人事評価・懲戒処分は監査役会の同意を得る
ものとする。

　また、業務監査室は、監査役との協議により、監査役会の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査役会に報告するものとする。さら
に、業務監査室の人員を増加し、内部統制体制の一層の強化に努めている。

７．監査役への報告体制

　当社及びグループ会社の役職員は、監査役に対して、次の事項を報告する。

　なお、監査役に対して報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築し、運用する。

　　　１．当社及び当社グループ会社に関する重要事項

　　　２．当社及び当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項

　　　３．法令・定款違反事項

　　　４．コンプライアンス体制の運用及びホットライン通報状況

　　　５．業務監査室による監査結果

　　　６．上記のほか、監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項



８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役は、必要に応じて、経営会議その他当社の重要な会議へ出席し、また、当社及びグループ会社の役職員に個別にヒアリングを実施する

ことができる。監査役会は、会計監査人と定期的に意見交換を行い、必要に応じて、専門の弁護士、公認会計士を雇用し、監査業務に関する助言
を受けることができる。

　当社は、監査役からの求めがあった場合は、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還並びに債務の処理を行う。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、「コンプライアンス基本方針」に反社会的勢力との関わりを一切持たない旨を掲げており、反社会的勢力対応組織の編成や対応の心

得・方法等を定めた「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、周知徹底を図っている。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



【参考資料：コーポレート・ガバナンス体制についての模式図】 
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【参考資料：適時開示体制の概要】 
 

 

１．適時開示に係る基本方針 

当社では、会社情報の適切な開示活動を行うにあたり、会社法・金融商品取引法等の関連法令や株式会社東京証券取

引所が定める適時開示規則に則り、開示が要請される重要情報や投資者の投資判断に大きな影響を与えることが予想さ

れる会社情報等について、全ての市場参加者が公平・平等に入手できるよう、適時かつ適切な開示に努めております。 

また、「内部情報管理規程」を制定し、役員及び従業員の内部情報管理の徹底を図っております。 

 

２．適時開示業務を執行する体制 

 

 

 

(1)決定事実に関する情報 

当社の業務執行上の重要事項については取締役会で決議を行っておりますが、当社の取締役会の議案を、あらかじめ

適時開示基準に照らした上、重要な会社情報については決議後すみやかに情報開示することとしております。 

 

(2)発生事実に関する情報、PR情報等 

発生事実、及び、PR情報等に関しては、当該発生部門または子会社が情報の集約・把握を行い、すみやかに代表取

締役社長及び情報管理責任者に報告し、情報の重要性を判断した上で、開示の必要性について協議しております。また、

必要に応じて外部の専門家（弁護士・会計士等）の意見も仰いでおります。 

 

(3)決算に関する情報 

毎月、経営管理本部において月次決算を行い、その内容につきましては取締役、執行役員、部門長、子会社社長及び

幹部社員で構成されている月次決算報告会で報告を行っております。決算の内容につきましては、経営管理本部を開示

資料作成の責任部署とし、適時適切な開示を行なっております。 

各部門・子会社等
「決定事実に関する情報」、
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「決算に関する情報」、「PR情報等」
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